
（掲示）

ワ イ ド ス タ ー 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

（目次） （目次）

第１章～第２章 （略） 第１章～第２章 （略）

第３章 ワイドスター契約 第３章 ワイドスター契約

第４条の２ 契約の種別

第５条～第１６条 （略） 第５条～第１６条 （略）

第４章～第１３章 （略） 第４章～第１３章 （略）

料金表 （略） 料金表 （略）

別表 （略） 別表 （略）

附則 附則

第１章 総則 第１章 総則

第１条～第２条 （略） 第１条～第２条 （略）

（用語の定義） （用語の定義）

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用 語 の 意 味 用 語 用 語 の 意 味

１～７（略） （略） １～７（略） （略）

８ 第１種契約 当社から第１種ワイドスター（料金表第１表第１（基

本使用料）の１（適用）に規定するものをいいます。

以下同じとします。）の提供を受けるための契約

９ 第１種契約者 当社と第１種契約を締結している者

１０ 第２種契約 当社から第２種ワイドスター（料金表第１表第１（基

本使用料）の１（適用）に規定するものをいいます。

以下同じとします。）の提供を受けるための契約

１１ 第２種契約者 当社と第２種契約を締結している者

１２～２６（略） （略） ９～２２（略） （略）

第２章 （略） 第２章 （略）

第３章 ワイドスター契約 第３章 ワイドスター契約

（契約の種別）

第４条の２ ワイドスター契約には、次の種別があります。

（１） 第１種契約

（２） 第２種契約

第５条～第９条 （略） 第５条～第９条 （略）
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（帯域占有利用） （帯域占有利用）

第１０条 契約者は、当社が別に定める方法により、そのワイドスター通信サービ 第１０条 契約者は、当社が別に定める方法により、そのワイドスター通信サービ

スの契約者回線と衛星局との間の通信について、当社が指定した帯域を占有し スの契約者回線と衛星局との間の通信について、当社が指定した帯域を占有し

て行うこと（以下「帯域占有利用」といいます。）ができます。 て行うこと（以下「帯域占有利用」といいます。）ができます。

２ （略） ２ （略）

３ 当社は、前項に規定する申出があったときは、次の場合を除き、その申出を ３ 当社は、前項に規定する申出があったときは、次の場合を除き、その申出を

承諾します。 承諾します。

（１） （略） （１） （略）

（２） その帯域占有グループに係る契約者回線の基本使用料の料金種別が、タ

イプリミットであるとき。

（３） ～（４） （略） （２） ～（３） （略）

４ （略） ４ （略）

５ 当社は、帯域占有利用を行うワイドスター通信サービスについて、契約者か ５ 当社は、契約者からの申出によるほか、ワイドスター通信サービスの利用休

ら帯域占有利用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する 止、名義変更、契約の解除、又は利用停止があったときは、その契約者回線に

場合には、帯域占有利用を廃止します。 係る帯域占有利用を廃止します。

（１） 名義変更があったとき。

（２） 利用休止があったとき。

（３） 契約の解除があったとき。

（４） 利用停止があったとき。

（５） 第３項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

第１１条～第１６条 （略） 第１１条～第１６条 （略）

第４章 （略） 第４章 （略）

第５章 ワイドスターカードの貸与等 第５章 ワイドスターカードの貸与等

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 自営端末設備の接続等 第２節 自営端末設備の接続等

（自営端末設備の接続） （自営端末設備の接続）

第２１条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電 第２１条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局 気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局

の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明 の免許を受けることができるもの及び当社のワイドスター通信サービスの契約

等に関する規則（昭和５６年郵政省令第３７号）様式第７号又は第１４号の表示によ 者回線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、契約事務

り、当社が無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合してい を行うワイドスター通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

ることが確認できるもの及び当社のワイドスター通信サービスの契約者回線に この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６年総

接続することができるものに限ります。）を接続するときは、契約事務を行うワ 務省令第１５号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式７号又は様式

イドスター通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場 １４号の表示等により当社が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しているこ

合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６年総務省令 とが確認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設

第１５号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式７号又は様式１４号の 備の機器をいいます。以下この条において同じとします。）以外の自営端末設備

表示等により当社が別表３の技術基準及び技術的条件に適合していることが確 を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機

器をいいます。以下この条において同じとします。）以外の自営端末設備を接続

するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事 （２） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事

業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。 業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。

３～５ （略） ３～５ （略）

第２２条 （略） 第２２条 （略）
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（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） （自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第２３条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移動無線装置に 第２３条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移動無線装置に

限ります。以下この条及び次条において同じとします。）について、電波法（昭 限ります。以下この条及び次条において同じとします。）について、電波法（昭

和２５年法律第１３１ 号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨 和２５年法律第１３１ 号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨

時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止し 時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止し

て、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。 て、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう修理

等を行っていただきます。

２～３ （略） ２～３ （略）

第２４条 （略） 第２４条 （略）

第６章 自営電気通信設備の接続等 第６章 自営電気通信設備の接続等

（自営電気通信設備の接続） （自営電気通信設備の接続）

第２５条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電 第２５条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社が無 気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社が無

線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合している 線局の免許を受けることができるもの及び当社のワイドスター通信サービスの

もの及び当社のワイドスター通信サービスの契約者回線に接続することができ 契約者回線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、当社

るものに限ります。）を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行う 所定の書面により契約事務を行うワイドスター通信サービス取扱所にその接続

ワイドスター通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。 の請求をしていただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに （２） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに

ついて、総務大臣の認定を受けたとき。 ついて、総務大臣の認定を受けたとき。

３～５ （略） ３～５ （略）

第２６条～第２８条 （略） 第２６条～第２８条 （略）

第７章～第１２章 （略） 第７章～第１２章 （略）

第１３章 その他のサービス 第１３章 その他のサービス

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略）

第４節 支払証明書等の発行 第４節 支払証明書等の発行

（支払証明書等の発行） （支払証明書等の発行）

第７４条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによ 第７４条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによ

り、そのワイドスター通信サービス及びその他のサービスの料金その他の債務 り、そのワイドスター通信サービス及びその他のサービスの料金その他の債務

（この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増 （この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増

金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）が既に 金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）が既に

当社に支払われた旨の証明書（以下「支払証明書」といいます。）を発行しま 当社に支払われた旨の証明書（以下「支払証明書」といいます。）を発行しま

す。 す。

２ （略） ２ （略）

３ 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのワイド ３ 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのワイド

スター通信サービスに係る次の契約に関する事項の証明書（以下「契約事項証 スター通信サービスに係る次の契約に関する事項の証明書（以下「契約事項証

明書」といいます。）を発行します。 明書」といいます。）を発行します。

ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できない ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できない

ことがあります。 ことがあります。

（１） ～（４） （略） （１） ～（４） （略）

（５） 第２種ワイドスターの移動無線装置を設置している船舶等の名称
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４ （略） ４ （略）

第５節 （略） 第５節 （略）

料金表 料金表

通則

通則 １～１４（略）

１～１４（略） （注）（略）

（注）（略）

第１表 料金（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。）

第１表 料金（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。） 第１ 基本使用料

第１ 基本使用料 １ 適用

１ 適用

基 本 使 用 料 の 適 用 基 本 使 用 料 の 適 用

（１） ワイドスター ワイドスター通信サービスには、次の種類があります。

通信サービスの

種類等 第１種ワイドスター 第２種ワイドスター以外のもの

第２種ワイドスター 主として船舶その他海上を移動するものに設

置された移動無線装置との間に電気通信回線

を設置して提供するワイドスター通信サービ

ス

（２） ワイドスター ア ワイドスター通信サービスの基本使用料には、次の料金種別があり （１） ワイドスター ア ワイドスター通信サービスの基本使用料には、タイプＬ又はタイプ

通信サービス ます。 通信サービス Ｍの料金種別があります。

の基本使用料の の基本使用料の

適用 区 分 基 本 使 用 料 の 料 金 種 別 適用

第１種ワイドスター タイプＬ

タイプＭ

タイプリミット

第２種ワイドスター タイプＬ

タイプＭ

タイプリミット

イ （略） イ （略）

ウ イの規定にかかわらず、別表２（付加機能）に定める自動着信転送

機能の提供を受けているときは、タイプリミットを選択できません。

エ タイプリミットを選択している契約者は、利用限度額（通信の利用

に関する限度となる額をいいます。以下この欄において同じとしま

す。）をあらかじめ設定することにより、当社が請求することとなる通

信に関する料金の概算額（当社が別に定める方法により算定した額と

します。以下この欄において同じとします。）が利用限度額を超えたこ
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とを当社が確認した後の別に定めるときから当該料金月の末日までの

間（当該料金月の末日までの間に利用限度額の増額によってその概算

額が増額後の利用限度額を下回ったときは、そのことを当社が確認す

るまでの間）、そのワイドスター通信サービスに係る通信をできない

ようにすることができます。

ただし、通話モードによる契約者回線への通信、利用限度額の変更

に係る通信等については、この限りでありません。

オ 利用限度額に係る設定方法については、当社が別に定めるところに

よります。

カ タイプリミットを選択している契約者は、エの規定によりあらかじ

め設定した利用限度額を、当社が別に定める方法によりその料金月に

おいて増額することができます。

キ （略） ウ （略）

（３） （略） （略） （２） （略） （略）

２料金額 ２料金額

１契約ごとに １契約ごとに

料 金 額 （月額） 料 金 額 （月額）

区 分 区 分

次の税抜額（かっこ内は税込額） 次の税抜額（かっこ内は税込額）

第１種ワイドスター タイプＬ １５，０００円 （１５，７５０円） タイプＬ １５，０００円 （１５，７５０円）

タイプＭ ４，９００円 （ ５，１４５円） タイプＭ ４，９００円 （ ５，１４５円）

タイプリミット １５，５００円 （１６，２７５円）

第２種ワイドスター タイプＬ １５，０００円 （１５，７５０円）

タイプＭ ４，９００円 （ ５，１４５円）

タイプリミット １５，５００円 （１６，２７５円）

第２ （略） 第２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

通 信 料 の 適 用 通 信 料 の 適 用

（１） ～（２） （略） （略） （１） ～（２） （略） （略）

（３） 通 信 の 付 加 ア 通信の付加サービスには、料金着信払通信があります。 （３） 通 信 の 付 加 ア 通信の付加サービスには、料金着信払通信があります。

サービスに関す サービスに関す

る料金の適用 種 類 内 容 る料金の適用 種 類 内 容

（ア） 通話相 契約者回線等への通話について、発信者の請

手指定 求により、通話の相手を指定して行うサービ

ス

（イ） 料金着 （略） 料金着信払 （略）
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信払通信 通信

イ 通話相手指定を利用して行う通話に関する料金は、その通

信料に２（料金額）に定める通話相手指定取扱料を加算した

ものとします。

ウ～エ （略） イ～ウ （略）

（４） 特定電話番号 ア 特定電話番号への通信料の月極割引（以下この欄において （４） 特定電話番号 ア 特定電話番号への通信料の月極割引（以下この欄において

への通信料の 「本割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支 への通信料の 「本割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支

月極割引（ゆう 払った場合に、ワイドスター通信サービスに係る契約者回線 月極割引（ゆう 払った場合に、ワイドスター通信サービスに係る契約者回線

ゆうコール）の （帯域占有利用に係るものを除きます。以下この欄において ゆうコール）の （帯域占有利用に係るものを除きます。以下この欄において

適用 同じとします。）からの特定電話番号（契約者があらかじめ指 適用 同じとします。）からの特定電話番号（契約者があらかじめ指

定した当社が提供するワイドスター通信サービス若しくはＦ 定した当社が提供するワイドスター通信サービス若しくはＦ

ＯＭＡサービスの契約者識別番号等、電話サービス（国際電 ＯＭＡサービスの契約者識別番号等、電話サービス（国際電

話サービスを除きます。以下この欄において同じとします。） 話サービスを除きます。以下この欄において同じとします。）

の電話番号等若しくは専用回線等接続サービスの契約者識別 の電話番号等若しくは専用回線等接続サービスの契約者識別

番号等又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信 番号等又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信

サービスの番号をいいます。以下この欄において同じとしま サービスの番号をいいます。以下この欄において同じとしま

す。）による通信（当社が別に定める通信を除きます。以下こ す。）による通信（当社が別に定める通信を除きます。以下こ

の欄において同じとします。）に関する料金の月間累計額（他 の欄において同じとします。）に関する料金の月間累計額（他

社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するもの 社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するもの

であって、当社が別に定めるものを含みます。以下この欄に であって、当社が別に定めるものを含みます。以下この欄に

おいて同じとします。）について、同表に規定する額の割引を おいて同じとします。）について、同表に規定する額の割引を

行うことをいいます。 行うことをいいます。

１契約ごとに １契約ごとに

区 分 割 引 額 定額料（月額） 区 分 割 引 額 定額料（月額）

（ア）当社が提供するワ （略） （略） （ア）当社が提供するワ （略） （略）

イドスター通信サー イドスター通信サー

ビス、ＦＯＭＡ、ホ ビス、ＦＯＭＡ、ホ

ームＵ、電話サービ ームＵ、電話サービ

ス（国際電話サービ ス（国際電話サービ

スを除きます。）、専 スを除きます。）、ロ

用回線等接続サービ ーミング（ＥＭＯＢ

ス（第８種接続装置 ＩＬＥ向けローミン

に係るものに限りま グサービス契約約款

す。）又は回線卸ＦＯ に規定するものをい

ＭＡ（卸ＦＯＭＡ います。以下同じと

サービス契約約款に します。）、専用回線

規定するものをいい 等接続サービス（第

ます。以下同じとし ８種接続装置に係る

ます。）の契約者回線 ものに限ります。）又

等（当社が別に定め は回線卸ＦＯＭＡ

るものを除きます。） （卸ＦＯＭＡサービ

への通信 ス契約約款に規定す

るものをいいます。

以下同じとします。）

の契約者回線等（当

社が別に定めるもの
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を除きます。）への通

信

（イ）（略） （略） （イ）（略） （略）

イ～サ （略） イ～サ （略）

（５） ～（６） （略） （略） （５） ～（６） （略） （略）

（７） ワイドスター ア ワイドスター通信サービスに係る通信（当社が別に定める （７） ワイドスター ア ワイドスター通信サービスに係る通信（当社が別に定める

通信サービスに 通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関す 通信サービスに 通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関す

係る通信料の適 る料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請 係る通信料の適 る料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請

用 求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以 用 求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以

下この欄において同じとします。）については、２（料金額） 下この欄において同じとします。）については、２（料金額）

の規定により算定した額の月間累計額（料金月単位で累計し の規定により算定した額の月間累計額（料金月単位で累計し

た額とします。以下この欄において同じとします。）から次表 た額とします。以下この欄において同じとします。）から次表

に規定する控除可能額を控除した額を適用します。 に規定する控除可能額を控除した額を適用します。

ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満 ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満

たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。 たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。

１契約ごとに １契約ごとに

基 本 使 用 料 の 料 金 種 別 控 除 可 能 額 基 本 使 用 料 の 料 金 種 別 控 除 可 能 額

タイプＬ ２，０００円 タイプＬ ２，０００円

タイプＭ １，０００円 タイプＭ １，０００円

タイプリミット ２，０００円

イ～エ （略） イ～エ （略）

（注）（略） （注）（略）

（８） （略） （略） （８ （略）） （略）

（９） 列車公衆電話 ワイドスター通信サービスの契約者回線とエヌ・ティ・ティ・ （９） 列車公衆電話 ワイドスター通信サービスの契約者回線とエヌ・ティ・ティ・

の電話機等との コミュニケーションズ株式会社が提供する列車公衆電話の電話 の電話機等との コミュニケーションズ株式会社が提供する列車公衆電話の電話

間の通信の料金 機等との間の通信に係る相互接続点から契約者回線等への通信 間の通信の料金 機等との間の通信に係る相互接続点から契約者回線等への通信

の適用 に関する料金は、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規 の適用 に関する料金は、２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規

定する料金額を適用します。 定する料金額を適用します。

料 金 額 料 金 額

次の秒数までごとに税抜額１０円 次の秒数までごとに税抜額１０円

料 金 種 別 （税込額１０．５円） 料 金 種 別 （税込額１０．５円）

昼 間 夜間 深夜・ 昼 間 夜間 深夜・

土曜日・ 早朝 土曜日・ 早朝

日曜日・ 日曜日・

祝日 祝日

ワイド 第１種ワイ １４秒 ２６秒 ２６秒 ２８秒 ワイドスター通信料 １４秒 ２６秒 ２６秒 ２８秒

スター ドスター

通信料
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第２種ワイ １３秒 ２４秒 ２４秒 ２６秒

ドスター

（注）上記の料金のほか、協定事業者が定める料金の支払いを （注）上記の料金のほか、協定事業者が定める料金の支払いを

要します。 要します。

（１０）～（１２）（略） （略） （１０）～（１２）（略） （略）

２ 料金額 ２ 料金額

２－１ 通話モードに係るもの ２－１ 通話モードに係るもの

２－１－１ ２－１－２以外のもの ２－１－１ ２－１－２以外のもの

（１） ダイヤル通話に係るもの （１） ダイヤル通話に係るもの

料 金 額 料 金 額

料 金 種 別 料 金 種 別

３０秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） ３０秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

ワイドスター通信料 タイプＬ ４５円（４７．２５円） ワイドスター通信料 タイプＬ ４５円（４７．２５円）

タイプＭ ９０円（ ９４．５円） タイプＭ ９０円（ ９４．５円）

タイプリミット ４５円（４７．２５円）

（２） （略） （２） （略）

２－１－２ 相互接続通信に係るもの ２－１－２ 相互接続通信に係るもの

（１） （２） 以外のもの （１） （２） 以外のもの

ア ダイヤル通話に係るもの ア ダイヤル通話に係るもの

（ア）（略） （ア）（略）

（イ）契約者回線等への通信に係るもの （イ）契約者回線等への通信に係るもの

① ②以外のもの ① ②以外のもの

料 金 額 料 金 額

次の秒数までごとに税抜額１０円 （税込額１０．５円） 次の秒数までごとに税抜額１０円 （税込額１０．５円）

料 金 種 別 料 金 種 別

昼 間 夜 間 深夜・早朝 昼 間 夜 間 深夜・早朝

土曜日・日曜 土曜日・日曜

日・祝日 日・祝日

ワイド 第１種ワイドスターへの １０秒 １７秒 １７秒 ２５秒 ワイドスター通信料 １０秒 １７秒 １７秒 ２５秒

スター 通信

通信料

第２種ワイドスターへの ６．５秒 １２秒 １２秒 １３秒

通信

②当社が別に定める協定事業者が提供する公衆電話の電話機等からの通 ②当社が別に定める協定事業者が提供する公衆電話の電話機等からの通

信に係るもの 信に係るもの

料 金 額 料 金 額

次の秒数までごとに税込額１０円 次の秒数までごとに税込額１０円

料 金 種 別 料 金 種 別

昼 間 夜 間 深夜・早朝 昼 間 夜 間 深夜・早朝
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土曜日・日曜 土曜日・日曜

日・祝日 日・祝日

ワイド 第１種ワイドスターへの ８秒 １５秒 １５秒 １８．５秒 ワイドスター通信料 ８秒 １５秒 １５秒 １８．５秒

スター 通信

通信料

第２種ワイドスターへの ６．５秒 １２秒 １２秒 １３秒

通信

イ （略） イ （略）

（２） ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点 （当社が別に定める電気通信 （２） ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点 （当社が別に定める電気通信

サービスに係るものに限ります。）への通信に係るもの サービスに係るものに限ります。）への通信に係るもの

その相互接続通話に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通話と合わせて次 その相互接続通話に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通話と合わせて次

のア又はイの規定により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定 の（１） 又は（２） の規定により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の

により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額 規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額

ア イ以外のもの

料 金 額 料 金 額

ダ イ ヤ ル 通 話 ダ イ ヤ ル 通 話

料金種別 次の秒数までごとに税抜額１０円 （税込額１０．５円） 料金種別 次の秒数までごとに税抜額１０円 （税込額１０．５円）

昼 間 夜 間 深夜・早朝 昼 間 夜 間 深夜・早朝

土曜日・日曜日 土曜日・日曜日

・祝日 ・祝日

ワイドスタ ワイドスタ

ー通信料 ５．５秒 １０秒 １０秒 １２．５秒 ー通信料 ５．５秒 １０秒 １０秒 １２．５秒

イ タイプＭのワイドスターからのダイヤル通話に係るもの

料 金 種 別 料 金 額

ワイドスター通信料 （１） に規定する料金額に２．０ を乗じて得た額

２－２～２－３ （略） ２－２～２－３ （略）

第４～第５ （略） 第４～第５ （略）

第２表～第５表 （略） 第２表～第５表 （略）

別表１～別表８ （略） 別表１～別表８ （略）

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

この改正規定は、平成２２年８月３日から実施します。

ただし、この改正規定中、第５章（ワイドスターカードの貸与等）及び第６章（自営電気

通信設備の接続等）に関する部分については、８月１日から実施します。
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（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第５章 （略） 第１章～第５章 （略）

第６章 ＦＯＭＡカードの貸与等 第６章 ＦＯＭＡカードの貸与等

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 自営端末設備の接続等 第２節 自営端末設備の接続等

（自営端末設備の接続） （自営端末設備の接続）

第５０条の２ ＦＯＭＡ契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続 第５０条の２ ＦＯＭＡ契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続

されている電気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、 されている電気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、

当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術 当社が無線局の免許を受けることができるもの又は当社のＦＯＭＡサービスの

基準適合証明等に関する規則（昭和５６年郵政省令第３７号。以下「技術基準適合 契約者回線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、契約

証明規則」といいます。）様式第７号又は第１４号の表示により、当社が無線設備 事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。こ

規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合していることが確認できる の場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６年総務

もの及び当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続することができるものに 省令第１５号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式第７号又は様式

限ります。）を接続するときは、契約事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所にその 第１４号の表示等により当社が別表３の技術基準及び技術的条件に適合している

接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合 ことが確認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末

認定等に関する規則（平成１６年総務省令第１５号。以下「技術基準適合認定規 設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。）以外の自営端末設

則」といいます。）様式第７号又は様式第１４号の表示等により当社が別表３の技 備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきま

術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器（技術基準適 す。

合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条にお

いて同じとします。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面に

よりその接続の請求をしていただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事 （２） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事

業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。 業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。

３～６ （略） ３～６ （略）

（注）（略） （注）（略）

第５０条の３ （略） 第５０条の３ （略）

（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） （自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第５０条の４ ＦＯＭＡ契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移 第５０条の４ ＦＯＭＡ契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移

動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。）につい 動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。）につい

て、電波法（昭和２５年法律第 １３１号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、 て、電波法（昭和２５年法律第 １３１号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、

総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の 総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の

使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。 使用を停止して、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合

するよう修理等を行っていただきます。

２～３ （略） ２～３ （略）

第５０条の５ （略） 第５０条の５ （略）
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第６章 自営電気通信設備の接続等 第６章 自営電気通信設備の接続等

（自営電気通信設備の接続） （自営電気通信設備の接続）

第５０条の６ 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されてい 第５０条の６ 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されてい

る電気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社 る電気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社

が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合して が無線局の免許を受けることができるもの又は当社のＦＯＭＡサービスの契約

いるもの及び当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続することができ 者回線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、当社所定

るものに限ります。）を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行う の書面により契約事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所にその接続の請求をして

ＦＯＭＡサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。 いただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに （２） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに

ついて、総務大臣の認定を受けたとき。 ついて、総務大臣の認定を受けたとき。

３～６ （略） ３～６ （略）

第５０条の７～第５０条の９ （略） 第５０条の７～第５０条の９ （略）

第８章～第１４章 （略） 第８章～第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２５ （略） １～２５ （略）

（注）（略） （注）（略）

第１表 第１表

第１ 基本使用料 第１ 基本使用料

１ 適用 １ 適用

（１） ＦＯＭＡの基 ア～イ （略） （１） ＦＯＭＡの基 ア～イ （略）

本使用料の適用 ウ イの規定にかかわらず、バリュープランの選択については、ＦＯ 本使用料の適用 ウ イの規定にかかわらず、バリュープランの選択については、ＦＯ

ＭＡサービス取扱所において当社が定める端末設備をＦＯＭＡ契約 ＭＡサービス取扱所において当社が定める端末設備をＦＯＭＡ契約

者又はその関係者が購入した際に限り、その購入者から指定のあっ 者又はその関係者が購入した際に限り、その購入者から指定のあっ

た１のＦＯＭＡにおいて、選択することができます。 た１のＦＯＭＡにおいて、選択することができます。

ただし、バリュープランに係る料金種別相互間の変更について ただし、バリュープランに係る料金種別相互間の変更について

は、この限りでありません。 は、この限りでありません。

エ ウの規定によるほか、バリュープランに係る一般契約又は定期契 エ ウの規定によるほか、バリュープランに係る一般契約又は定期契

約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに定期契約又 約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに定期契約又

は一般契約を締結するときは、そのＦＯＭＡにおいてバリュープラ は一般契約を締結するときは、そのＦＯＭＡにおいてバリュープラ

ンを選択することができます。 ンを選択することができます。

オ ウ及びエの規定によるほか、当社が定める端末設備（移動無線装

置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもので

あって、技術基準適合証明規則様式第７号又は第１４号の表示によ

り、当社が無線設備規則に適合していることが確認できるもの及び

当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続することができるも

のに限ります。）の提示があったときは、そのＦＯＭＡにおいてバ

リュープランを選択することができます。

カ ウからオの規定によるほか、ｍｏｖａサービスに係る契約を締結 オ ウ及びエの規定によるほか、ｍｏｖａサービスに係る契約を締結

している者が、所属ＦＯＭＡサービス取扱所において、その契約の している者が、所属ＦＯＭＡサービス取扱所において、その契約の
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解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、当社が 解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、当社が

定める端末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を 定める端末設備（当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続する

受けることができるものであって、技術基準適合証明規則様式第７ ことができるものに限ります。）の提示があったときは、そのＦＯＭ

号又は第１４号の表示により、当社が無線設備規則に適合しているこ Ａにおいてバリュープランを選択することができます。

とが確認できるもの及び当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接

続することができるものに限ります。）の提示があったときは、その

ＦＯＭＡにおいてバリュープランを選択することができます。

カ ウからオの規定によるほか、新たにデータ専用プランに係る契約

を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時

に新たに締結する場合を除きます。）する場合であって、当社が定め

る端末設備（当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続すること

ができるものに限ります。）の提示があったときは、そのＦＯＭＡに

おいてバリュープランを選択することができます。

キ～ス （略） キ～ス （略）

（注１）～（注３）（略） （注１）～（注３）（略）

（１） の２～（１） の （略） （１） の２～（１） の （略）

３ （略） ３ （略）

（２） 総合利用プラ ア 当社は、総合利用プランのＦＯＭＡの基本使用料（料金種別がタ （２） 総合利用プラ ア 当社は、総合利用プランのＦＯＭＡの基本使用料（料金種別がタ

ンの基本使用料 イプ２ｉｎ１であるものを除きます。以下この欄において同じとしま ンの基本使用料 イプ２ｉｎ１であるものを除きます。以下この欄において同じとしま

の減額適用 す。）について、当該暦月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間に応じ の減額適用 す。）について、当該暦月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間に応じ

て、次の （ア） 又は （イ） に定める額を減額します。 て、次の （ア） 又は （イ） に定める額を減額します。

（ア）（略） （ア）（略）

（イ）（略） （イ）（略）

イ～ク （略） イ～ク （略）

ケ ＦＯＭＡユビキタス契約等又は衛星電話サービス（衛星電話サー ケ ＦＯＭＡユビキタス契約等又は衛星電話サービス（衛星電話サー

ビス契約約款に規定する第１種衛星電話に係るものに限ります。）、 ビス契約約款に規定する第１種衛星電話に係るものに限ります。）、

ワイドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に ワイドスター通信サービス若しくはパケット通信サービス（パケッ

規定する第１種ワイドスターに係るものに限ります。）若しくはパケ ト通信サービス契約約款に規定する第２種衛星パケットサービスに

ット通信サービス（パケット通信サービス契約約款に規定する第２ 係るものを除きます。）に係る契約を締結している者が、その契約の

種衛星パケットサービスに係るものを除きます。）に係る契約を締結 解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときのそのＦＯＭＡに

している者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結 係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、契約の解除があっ

したときのそのＦＯＭＡに係る経過期間は、イ及びウの規定にかか たその契約を締結した日（その契約を継続して締結していると当社

わらず、契約の解除があったその契約を締結した日（その契約を継 が認める場合は、その契約を締結した日と当社がみなす日）を含む

続して締結していると当社が認める場合は、その契約を締結した日 暦月の翌暦月（当該契約を締結した日が暦月の初日となる場合はそ

と当社がみなす日）を含む暦月の翌暦月（当該契約を締結した日が の暦月とします。）から起算します。

暦月の初日となる場合はその暦月とします。）から起算します。 コ～シ （略）

コ～シ （略）

（２） の２～（８） （略） （２） の２～（８） （略）

（略） （略）

第２ （略） 第２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

（１） ～（１３）の２ （略） （１） ～（１３）の２ （略）

（略） （略）

（１４）回線群を単位 ア 回線群を単位とする通信料の月極割引とは、次表に規定する定額 （１４）回線群を単位 ア 回線群を単位とする通信料の月極割引とは、次表に規定する定額

とする通信料の 料を支払った場合に、当社が別に定める方法により料金その他の債 とする通信料の 料を支払った場合に、当社が別に定める方法により料金その他の債

月極割引の適用 務を契約者ごとに一括して請求（通話料いっかつ割引については、 月極割引の適用 務を契約者ごとに一括して請求（通話料いっかつ割引については、

その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有するこ その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有するこ
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とについて当社が別に定める基準に適合する者に限ります。）に係る とについて当社が別に定める基準に適合する者に限ります。）に係る

料金等と合わせて請求する場合を含みます。）している２以上のＦＯ 料金等と合わせて請求する場合を含みます。）している２以上のＦＯ

ＭＡ（総合利用プランに係るものに限ります。以下この欄において ＭＡ（総合利用プランに係るものに限ります。以下この欄において

同じとします。）及びｍｏｖａ（以下この欄において「一括請求グル 同じとします。）及びｍｏｖａ（以下この欄において「一括請求グル

ープ」といいます。）に関する通信（その一括請求グループを構成す ープ」といいます。）に関する通信（その一括請求グループを構成す

る全てのＦＯＭＡ及びｍｏｖａからの通信（当社が別に定める通信 る全てのＦＯＭＡ及びｍｏｖａからの通信（当社が別に定める通信

を除きます。）をいいます。以下この欄において同じとします。）の料 を除きます。）をいいます。以下この欄において同じとします。）の料

金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをい 金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをい

います。この場合、回線群を単位とする通信料の月極割引には、通 います。この場合、回線群を単位とする通信料の月極割引には、通

話料いっかつ割引と包括回線割引とがあり、あらかじめいずれかを 話料いっかつ割引と包括回線割引とがあり、あらかじめいずれかを

選択していただきます。 選択していただきます。

ただし、包括回線割引を選択したときは、手数料として１の契約 ただし、包括回線割引を選択したときは、手数料として１の契約

ごとに税抜額 ２，０００円（税込額 ２，１００円）の支払いを要します。 ごとに税抜額 ２，０００円（税込額 ２，１００円）の支払いを要します。

表（略） 表（略）

イ 通話料いっかつ割引に係る適用は、次のとおりとします。 イ 通話料いっかつ割引に係る適用は、次のとおりとします。

（ア）～（イ）（略） （ア）～（イ）（略）

（ウ）通話料いっかつ割引を選択する契約者は、あらかじめ当社に申 （ウ）通話料いっかつ割引を選択する契約者は、あらかじめ当社に申

し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに一括 し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに一括

請求グループを構成する申出であるときは、申出のあったその契 請求グループを構成する申出であるときは、申出のあったその契

約者に係るＦＯＭＡ又はｍｏｖａのうち、一括請求グループに係 約者に係るＦＯＭＡ又はｍｏｖａのうち、一括請求グループに係

る料金その他の債務の一括請求先となる１のＦＯＭＡ又はｍｏｖ る料金その他の債務の一括請求先となる１のＦＯＭＡ（基本使用

ａ（以下この欄において「一括代表回線」といいます。）を指定し 料の料金種別がタイプシンプルであるもの及び共用ＦＯＭＡ（そ

ていただきます。この場合において、ＦＯＭＡを一括代表回線に の契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを

指定しなかったときは、アに規定する定額料の支払いを要しませ 含みます。）であるものを除きます。）に係るものを除きます。）又は

ん。 ｍｏｖａ（以下この欄において「一括代表回線」といいます。）を

指定していただきます。この場合において、ＦＯＭＡを一括代表

回線に指定しなかったときは、アに規定する定額料の支払いを要

しません。

（エ）当社は、（イ）に規定する申出があったときは、次のいずれか （エ）当社は、（イ）に規定する申出があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除いて、これを承諾します。 に該当する場合を除いて、これを承諾します。

① その契約者が、一括請求グループに係る料金その他の債務に ① その契約者が、一括請求グループに係る料金その他の債務に

ついて、一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがある ついて、一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがある

とき。 とき。

② 一括代表回線となるＦＯＭＡの基本使用料の料金種別が、タ

イプシンプルであるとき。

③ 一括代表回線となるＦＯＭＡが、共用ＦＯＭＡ（その契約者

名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みま

す。）であるものを除きます。）であるとき。

④ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 ② その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

（オ）～（タ）（略） （オ）～（タ）（略）

ウ （略） ウ （略）

（１４）の２～（２５） （１４）の２～（２５）

（略） （略）

２ 料金額 ２ 料金額

２－１ 通話モードに係るもの ２－１ 通話モードに係るもの

２－１－１ ２－１－２以外のもの ２－１－１ ２－１－２以外のもの

（１） （略） （１） （略）

（２） 衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係 （２） 衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係

るもの るもの

ア 衛星電話サービス契約約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信 ア 第１種衛星電話又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係

サービス契約約款に規定する第１種ワイドスターの契約者回線等への通信に係 るもの

－４－



るもの

表（略） 表（略）

イ （略） イ （略）

２－１－２ （略） ２－１－２ （略）

２－２～２－５ （略） ２－２～２－５ （略）

第４～第６ （略） 第４～第６ （略）

第２表～第７表 （略） 第２表～第７表 （略）

別表１～別表８ （略） 別表１～別表８ （略）

別表９ 国際アウトローミング、国際ショートメッセージ通信又は国際ＭＭＳ通信に係る外国 別表９ 国際アウトローミング、国際ショートメッセージ通信又は国際ＭＭＳ通信に係る外国

の電気通信事業者 の電気通信事業者

事業者名、利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の 地 域 事業者名、利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の 地 域

区分に係るグループ 区分に係るグループ

南 （略） アメリカ合衆国 南 （略） アメリカ合衆国

・ ・

北 ア オールテル コミュニケーションズ

ア メ （ＡＬＬＴＥＬ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ， Ｉｎｃ．）

メ リ ：通話（１１）、△パケット（Ａ）、ＳＭＳ、国際ＳＭＳ

リ カ

カ （略） 地 （略）

地 方

方 ベライゾン ワイヤレス（Ｖｅｒｉｚｏｎ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ） ベライゾン ワイヤレス（Ｖｅｒｉｚｏｎ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ）

：通話（１１）、△パケット（Ａ）、ＳＭＳ、国際ＳＭＳ、 ：国際ＳＭＳ、国際ＭＭＳ

国際ＭＭＳ

（略） （略） （略） （略）

ウィンド モバイル（ＷＩＮＤ Ｍｏｂｉｌｅ） カナダ カナダ

：△国際ＳＭＳ

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

ア （略） （略） ア （略） （略）

ジ ジ

ア セルコム（Ｃｅｌｌｃｏｍ Ｉｓｒａｅｌ Ｌｔｄ．） イスラエル国 ア セルコム（Ｃｅｌｌｃｏｍ Ｉｓｒａｅｌ Ｌｔｄ．） イスラエル国

地 ：通話（７）、デジタル（５）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 地 ：通話（７）、デジタル（５）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ

方 △国際ＳＭＳ 方

（略） （略）

イデア セルラー（ＩＤＥＡ Ｃｅｌｌｕｌａｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ ） インド イデア セルラー（ＩＤＥＡ Ｃｅｌｌｕｌａｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ ） インド

：通話（５）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ ：通話（５）、△パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） ベトナム社会主義 （略） ベトナム社会主義

共和国 共和国

ビエッテル コーポレーション（ＶＩＥＴＴＥＬ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ） ビエッテル コーポレーション（ＶＩＥＴＴＥＬ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）

：通話（３）、、△デジタル（３）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 ：通話（３）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、国際ＳＭＳ

－５－



国際ＳＭＳ

◆ベトナム テレコム サービス ベトナム テレコム サービス

（Ｖｉｅｔｎａｍ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ） （Ｖｉｅｔｎａｍ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ）

：通話（３）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、国際ＳＭＳ ：通話（３）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、国際ＳＭＳ

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） マカオ （略） マカオ

◆ハチソン テレフォン（マカオ） ハチソン テレフォン（マカオ）

（Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ （Ｍａｃａｕ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ） （Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ （Ｍａｃａｕ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）

：通話（２）、デジタル（１）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 ：通話（２）、デジタル（１）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、

国際ＳＭＳ、国際ＭＭＳ 国際ＳＭＳ、国際ＭＭＳ

（略） （略） （略） （略）

ラオ テレコミュニケーションズ（Ｌａｏ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，） ラオス人民民主共 ラオ テレコミュニケーションズ（Ｌａｏ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，） ラオス人民民主共

：通話（６）、△パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ 和国 ：通話（６）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ 和国

モバイル インテリウム カンパニー ワン レバノン共和国 モバイル インテリウム カンパニー ワン レバノン共和国

（Ｍｏｂｉｌｅ Ｉｎｔｅｒｉｍ Ｃｏｍｐａｎｙ １ ＳＡＬ） （Ｍｏｂｉｌｅ Ｉｎｔｅｒｉｍ Ｃｏｍｐａｎｙ １ ＳＡＬ）

：通話（６）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ ：通話（６）、△パケット（Ａ）、ＳＭＳ

オ （略） （略） オ （略） （略）

セ セ

ア （略） パプアニューギニ ア （略） パプアニューギニ

ニ ア ニ ア

ア ブラック ドルフィン リミテド（ＢＬＡＣＫ ＤＯＬＰＨＩＮ Ｌｉｍｉｔｅｄ） ア ブラック ドルフィン リミテド（ＢＬＡＣＫ ＤＯＬＰＨＩＮ Ｌｉｍｉｔｅｄ）

地 ：通話（１０）、△パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ 地 ：通話（１０）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ

方 方

（略） （略） （略） （略）

ヨ アイエムシー アイランド バイキング ワイヤレス アイスランド共和 ヨ アイスランド共和

︲ （ＩＭＣ Ｉｓｌａｎｄ ｅｈｆ． ｄ／ｂ／ａ Ｖｉｋｉｎｇ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ，） 国 ︲ 国

ロ ：△国際ＳＭＳ ロ

ッ ッ

パ （略） パ （略）

地 地

方 （略） （略） 方 （略） （略）

ケイ テレコム（Ｋ Ｔｅｌｅｃｏｍ ＣＪＳＣ） アルメニア共和国 ケイ テレコム（Ｋ Ｔｅｌｅｃｏｍ ＣＪＳＣ） アルメニア共和国

：通話（１３）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ ：通話（１３）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ

（略） （略） （略） （略）

ユニテル （Ｕｎｉｔｅｌ ＬＬＣ） ウズベキスタン共 ユニテル （Ｕｎｉｔｅｌ ＬＬＣ） ウズベキスタン共

：通話（７）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ 和国 ：通話（７）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ 和国

（略） （略） （略） （略）

エブリシング エブリウェア グレートブリテン グレートブリテン

－６－



（Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ Ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ） よび北部アイル よび北部アイル

：通話（５）、デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 ランド連合王国 ランド連合王国

国際ＳＭＳ、国際ＭＭＳ

（略） （略）

オレンジ パーソナル コミュニケーションズ サービス

（Ｏｒａｎｇｅ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）

：通話（５）、デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、

国際ＳＭＳ、△国際ＭＭＳ

（略） （略）

ティーモバイル ユーケー（Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ ＵＫ）

：通話（５）、デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、

国際ＳＭＳ、国際ＭＭＳ

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

サンマリノ テレコム（Ｓａｎ Ｍａｒｉｎｏ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｓ．ｐ．Ａ．） サンマリノ共和国 サンマリノ テレコム（Ｓａｎ Ｍａｒｉｎｏ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｓ．ｐ．Ａ．，） サンマリノ共和国

：通話（６）、△デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 ：通話（６）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ

△国際ＳＭＳ

（略） （略） （略） （略）

スロバク テレコム（Ｓｌｏｖａｋ Ｔｅｌｅｋｏｍ，ａ．ｓ．） スロバキア共和国 ティーモバイル スロベンスコ（Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ Ｓｌｏｖｅｎｓｋｏ， ａ．ｓ．） スロバキア共和国

：通話（５）、デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 ：通話（５）、デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、

国際ＳＭＳ 国際ＳＭＳ

モビテル（Ｍｏｂｉｔｅｌ ｄ．ｄ） スロベニア共和国 モビテル（Ｍｏｂｉｔｅｌ ｄ．ｄ） スロベニア共和国

：通話（６）、デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 ：通話（６）、デジタル（２）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ

△国際ＳＭＳ

（略） （略） （略） （略）

ティーモバイル チェコ（Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｚｅｃｈ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ａ．ｓ．，） チェコ共和国 ティーモバイル チェコ（Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｚｅｃｈ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ａ．ｓ．，） チェコ共和国

：通話（６）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ ：通話（６）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ

◆テレフォニカ オーツー チェコ ◆テレフォニカ オーツー チェコ

（Ｔｅｌｅｆｏｎｉｃａ Ｏ２ Ｃｚｅｃｈ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ，ａ．ｓ．） （Ｔｅｌｅｆｏｎｉｃａ Ｏ２ Ｃｚｅｃｈ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ，ａ．ｓ．）

：通話（６）、△デジタル（２）、パケット（Ｂ）、ＳＭＳ、 ：通話（６）、△デジタル（２）、パケット（Ｂ）、ＳＭＳ

△国際ＳＭＳ

（略） （略） （略） （略）

（略） マケドニア旧ユー （略） マケドニア旧ユー

ゴスラビア共和国 ゴスラビア共和国

ビップ オペレータ（Ｖｉｐ Ｏｐｅｒａｔｏｒ ＤＯＯＥＬ） ビップ オペレータ（Ｖｉｐ Ｏｐｅｒａｔｏｒ ＤＯＯＥＬ）

：△通話（６）、△パケット（Ｂ）、△ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ ：△通話（６）、△ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ

（略） （略） （略） （略）
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ア （略） （略） ア （略） （略）

フ フ

リ （略） エジプト・アラブ リ （略） エジプト・アラブ

カ 共和国 カ 共和国

地 エティサラット ミスル（Ｅｔｉｓａｌａｔ Ｍｉｓｒ） 地 エティサラット ミスル（Ｅｔｉｓａｌａｔ Ｍｉｓｒ）

方 ：通話（６）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ 方 ：△通話（６）、△パケット（Ａ）、△ＳＭＳ

（略） （略） （略） （略）

スダニーズ モバイル テレフォン スーダン共和国 スダニーズ モバイル テレフォン スーダン共和国

（ＳＵＤＡＮＥＳＥ ＭＯＢＩＬＥ ＴＥＬＥＰＨＯＮＥ ＣＯ． ＬＴＤ） （ＳＵＤＡＮＥＳＥ ＭＯＢＩＬＥ ＴＥＬＥＰＨＯＮＥ ＣＯ． ＬＴＤ）

：通話（６）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ ：通話（６）、△パケット（Ａ）、ＳＭＳ

イティサラット アル マグリブ（ＩＴＩＳＳＡＬＡＴ ＡＬ ＭＡＧＨＲＩＢ Ｓ．Ａ） モロッコ王国 イティサラット アル マグリブ（ＩＴＩＳＳＡＬＡＴ ＡＬ ＭＡＧＨＲＩＢ Ｓ．Ａ） モロッコ王国

：通話（６）、△デジタル（５）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、 ：通話（６）、パケット（Ａ）、ＳＭＳ、△国際ＳＭＳ

△国際ＳＭＳ

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２２年９月３０日までの間にお （注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２２年８月３１日までの間にお

いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し

てそのことを掲示します。 てそのことを掲示します。

別表１０ 通話モード又は６４ｋｂ／ｓデジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通 別表１０ 通話モード又は６４ｋｂ／ｓデジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通

信回線へ着信する通信に係る取扱地域 信回線へ着信する通信に係る取扱地域

１ （略） １ （略）

２ ６４ｋｂ／ｓデジタル通信モードに係るもの ２ ６４ｋｂ／ｓデジタル通信モードに係るもの

区 分 取 扱 地 域 区 分 取 扱 地 域

南・北アメリカ （略） 南・北アメリカ （略）

地方 地方

アジア地方 （略） アジア地方 （略）

オセアニア地方 オーストラリア（３）、グアム（１）、ニュージーランド（３） オセアニア地方 オーストラリア（３）、グアム（１）、ニュージーランド（３）

ヨーロッパ地方 △アイスランド（３）、△アイルランド（３）、△アンドラ ヨーロッパ地方 △アイスランド（３）、△アイルランド（３）、△アンドラ

（３）、イギリス（３）、イタリア（３）、エストニア（３）、 （３）、イギリス（３）、イタリア（３）、エストニア（３）、

オーストリア（３）、オランダ（３）、△キプロス（３）、ギリ オーストリア（３）、オランダ（３）、△キプロス（３）、ギリ

シャ（３）、クロアチア（３）、△コソボ（３）、△サンマリノ シャ（３）、クロアチア（３）、△コソボ（３）、スイス

（３）、スイス（３）、スウェーデン（３）、スペイン（３）、 （３）、スウェーデン（３）、スペイン（３）、スロバキア

スロバキア（３）、スロベニア（３）、△タジキスタン共和国 （３）、スロベニア（３）、△タジキスタン共和国（２）、△チ

（２）、△チェコ（３）、△デンマーク（３）、ドイツ（３）、 ェコ（３）、△デンマーク（３）、ドイツ（３）、△トルコ

△トルコ（３）、ノルウェー（３）、ハンガリー（３）、フラン （３）、ノルウェー（３）、ハンガリー（３）、フランス

ス（３）、フィンランド（３）、ブルガリア（３）、ベルギー （３）、フィンランド（３）、ブルガリア（３）、ベルギー

（３）、ポーランド（３）、ポルトガル（３）、△マルタ （３）、ポーランド（３）、ポルトガル（３）、△マルタ

（３）、△モンテネグロ（３）、△ラトビア（３）、ルーマニア （３）、△モンテネグロ（３）、△ラトビア（３）、ルーマニア

（３）、ルクセンブルク（３）、△ロシア（１） （３）、ルクセンブルク（３）、△ロシア（１）

－８－



アフリカ地方 エジプト（３）、△チュニジア（３）、△南アフリカ（３）、 アフリカ地方 エジプト（３）、△チュニジア（３）、△南アフリカ（３）、

モーリシャス（１）、△モロッコ（２） モーリシャス（１）

（注）取扱地域に△印が付されているものについては、平成２２年９月３０日までの間に （注）取扱地域に△印が付されているものについては、平成２２年８月３１日までの間に

おいて取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開始されたときにはインターネッ おいて取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開始されたときにはインターネッ

ト等を利用してそのことを掲示します。 ト等を利用してそのことを掲示します。

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。

ただし、この改正規定中、ワイドスター通信サービスに関する部分については、８月３日

から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第 ２０４号（平成１７年５月２４日）の附則第５項第１０号を次のように改めます。

（１０）ＦＯＭＡデータプラン２２に係る名義変更、携帯電話番号ポータビリティに関する提供

条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、

自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第１３

章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとしま

す。

４ 経企第 ８４８ 号（平成 １７年 １０月 ２５日）の附則第３項を次のように改めます。

（１） 第２号のアの（ア）の①のＢのａ中、「第１種衛星電話又はワイドスター通信サービ

ス」を、「衛星電話サービス契約約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信

サービス契約約款に規定する第１種ワイドスター」に改めます。

（２） 第８号を次のように改めます。

（８） 旧プランＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設

備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設

備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第１３章（雑則）に

係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

ただし、ホームＵについてはこの限りでありません。

５ 経企第 ２９４号（平成２１年６月２４日）の附則第５項第７号を次のように改めます。

（７） 定額データプランＨＩＧＨ－ＳＰＥＥＤに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自

営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気

通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第１３章（雑

則）に係る提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダードに係るＦＯ

ＭＡの場合に準じるものとします。

６ 経企第１２００号（平成２２年２月２２日）の附則第３項を次のように改めます。

（１） 第２号のアの（ア）の①のＢのａ中、「第１種衛星電話又はワイドスター通信サービ

ス」を、「衛星電話サービス契約約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信

サービス契約約款に規定する第１種ワイドスター」に改めます。

（２） 第６号を次のように改めます。

（６） ファミリーワイド等のＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条

件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、

自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第

１３章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものと

－９－



（掲示）

ｍ ｏ ｖ ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

（実施期日）

１ この附則は、平成２２年８月１日から実施します。

ただし、この附則中、ワイドスター通信サービスに関する部分については、８月３日から

実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったｍｏｖａサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第 ３７７号、 ３７８号（平成１１年１１月２６日）の附則第６項を次のように改めます。

６ ドニーチョに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備の接

続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自営電気通信設備の接

続に関する提供条件は、改正後の規定におけるｍｏｖａの場合に準じるものとします

４ 経企第 ２０７号、 ２０８号（平成１４年１０月２８日）の附則第６項第４号を次のように改めます。

（４） グループ内番号サービスに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端

末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自営電気通

信設備の接続及び端末設備の提供条件については、改正後の規定におけるｍｏｖａの場合

に準ずるものとします。

５ 経企第１８４３号（平成１７年３月２５日）の附則第３項を次のように改めます。

（１） 第１号のアの（イ）中、「衛星電話サービス契約約款に規定する第２種衛星電話」を

「衛星電話サービス契約約款に規定する第２種衛星電話及びワイドスター通信サービス契

約約款に規定する第２種ワイドスター」に改めます。

（２） 第１１号を次のように改めます。

（１１）プリペイド携帯電話に係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末

設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自営電気通

信設備の接続に関する提供条件は、改正後の規定におけるｍｏｖａの場合に準じるもの

とします。

６ 経企第 ８４８号（平成１７年１０月２５日）の附則第３項を次のように改めます。

（１） 第２号のアの（ア）の②のＡ中、「ワイドスター通信サービス」を、「ワイドスター通

信サービス契約約款に規定する第１種ワイドスター」に改めます。

（２） 第２号のアの（ア）の②のＢ中、「衛星電話サービス契約約款に規定する第２種衛星電

話」を「衛星電話サービス契約約款に規定する第２種衛星電話及びワイドスター通信サー

ビス契約約款に規定する第２種ワイドスター」に改めます。

（３） 第６号を次のように改めます。

（６） 旧プランｍｏｖａに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設

備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設

備の接続に関する提供条件及び約款第１２章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定に

おけるｍｏｖａの場合に準じるものとします。

７ 経企第 ８７３号（平成２０年１０月２４日）の附則第３項を次のように改めます。

（１） 第４号のアの（ア）の②のＡ中、「ワイドスター通信サービス」を、「ワイドスター通

信サービス契約約款に規定する第１種ワイドスター」に改めます。

（２） 第４号のアの（ア）の②のＢ中、「衛星電話サービス契約約款に規定する第２種衛星電

話」を「衛星電話サービス契約約款に規定する第２種衛星電話及びワイドスター通信サー

ビス契約約款に規定する第２種ワイドスター」に改めます。

（３） 第４号のイの（ウ）の表中、「専用回線等接続サービス（第８種接続装置に係るものに

限ります。）、ローミング（ＥＭＯＢＩＬＥ向けローミングサービス契約約款に規定するも
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のをいいます。）」を「専用回線等接続サービス（第８種接続装置 に係るものに限りま

す。）」に改めます。

（４） 第１０号を次のように改めます。

（１０）ｍｏｖａに係る名義変更、定期契約の満了に伴う契約の更新、自営端末設備の接続、

自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に

関する提供条件料金情報通知、電気通信事業者への情報の通知、有料情報サービス等の利

用、ケータイ払い及び協定事業者が提供する電報サービスの利用等に関する提供条件は、

改正後のＦＯＭＡの場合に準じて取り扱います

－２－



（掲示）

衛 星 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略）

第５章 自営端末設備の接続等 第５章 自営端末設備の接続等

（自営端末設備の接続） （自営端末設備の接続）

第５０条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電 第５０条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局 気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局

の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明 の免許を受けることができるもの又は当社の衛星電話サービスの契約者回線に

等に関する規則（昭和５６年郵政省令第３７号）様式第７号又は第１４号の表示によ 接続することができるものに限ります。）を接続するときは、所属衛星電話サー

り、当社が無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合してい ビス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機

ることが確認できるもの及び当社の衛星電話サービスの契約者回線に接続する 器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６年総務省令第１５号。以下「技術

ことができるものに限ります。）を接続するときは、所属衛星電話サービス取扱 基準適合認定規則」といいます。）様式７号又は様式１４号の表示等により当社が

所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術 別表２の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器

基準適合認定等に関する規則（平成１６年総務省令第１５号。以下「技術基準適合 （技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以

認定規則」といいます。）様式７号又は様式１４号の表示等により当社が別表２の 下同じとします。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によ

技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器（技術基準 りその接続を請求していただきます。

適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下同じとし

ます。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続

を請求していただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事 （２） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事

業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。 業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。

３～７ （略） ３～７ （略）

第５１条～第５２条 （略） 第５１条～第５２条 （略）

（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） （自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第５３条 衛星電話契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備につい 第５３条 衛星電話契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備につい

て、電波法（昭和２５年法律第１３１ 号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、 て、電波法（昭和２５年法律第１３１ 号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、

総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の 総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の

使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。 使用を停止して、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合

するよう修理等を行っていただきます。

２～３ （略） ２～３ （略）

第５４条 （略） 第５４条 （略）

第６章 自営電気通信設備の接続等 第６章 自営電気通信設備の接続等
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（自営電気通信設備の接続） （自営電気通信設備の接続）

第５５条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電 第５５条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社が無 気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社が無

線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合している 線局の免許を受けることができるもの又は当社の衛星電話サービスの契約者回

もの及び当社の衛星電話サービスの契約者回線に接続することができるものに 線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、当社所定の書

限ります。）を接続するときは、当社所定の書面により所属衛星電話サービス取 面により所属衛星電話サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

扱所にその接続の請求をしていただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表２の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表２の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに （２） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに

ついて、総務大臣の認定を受けたとき。 ついて、総務大臣の認定を受けたとき。

３～７ （略） ３～７ （略）

第５６条～第５９条 （略） 第５６条～第５９条 （略）

第７章～第１３章 （略） 第７章～第１３章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～１６ （略） １～１６ （略）

第１表 第１表

第１～第２ （略） 第１～第２ （略）

第３ 通話料 第３ 通話料

１ 適用 １ 適用

（１） ～（４） （略） （略） （１） ～（４） （略） （略）

（５） 特定電話番号 ア 特定電話番号への通話料の月極割引（以下この欄において （５） 特定電話番号 ア 特定電話番号への通話料の月極割引（以下この欄において

への通話料の 「本割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支 への通話料の 「本割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支

月極割引（ゆう 払った場合に、特定電話番号（第１種契約者があらかじめ指 月極割引（ゆう 払った場合に、特定電話番号（第１種契約者があらかじめ指

ゆうコール）の 定した当社が提供する電話サービス（国際電話サービスを除 ゆうコール）の 定した当社が提供する電話サービス（国際電話サービスを除

適用 きます。以下この欄において同じとします。）の電話番号等、 適用 きます。以下この欄において同じとします。）の電話番号等、

ＦＯＭＡサービスの契約者識別番号等又は当社が別に定める ＦＯＭＡサービスの契約者識別番号等又は当社が別に定める

協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいいます。 協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいいます。

以下この欄において同じとします。）に係る契約者回線等への 以下この欄において同じとします。）に係る契約者回線等への

ダイヤル通話（当社が別に定めるものに限ります。以下この ダイヤル通話（当社が別に定めるものに限ります。以下この

欄において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通話 欄において同じとします。）に関する料金（他社相互接続通話

に係る料金等ダイヤル通話の料金に合算して請求するものを に係る料金等ダイヤル通話の料金に合算して請求するものを

含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額 含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額

について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。

１契約ごとに １契約ごとに

区 分 割 引 額 定額料（月額） 区 分 割 引 額 定額料（月額）

（ア）当社が提供する電 その通話に関 税抜額 １８０円 （ア）当社が提供する電 その通話に関 税抜額 １８０円

－２－



話サービス（国際電 する料金の月 （税込額 １８９ 話サービス（国際電 する料金の月 （税込額 １８９

話サービスを除きま 間 累 計 額 に 円 ） 話サービスを除きま 間 累 計 額 に 円 ）

す。）、ＦＯＭＡサー ０．３０を乗じて す。）、ＦＯＭＡサー ０．３０を乗じて

ビス又は回線卸ＦＯ 得た額 ビス、ローミング 得た額

ＭＡ（卸ＦＯＭＡ （ＥＭＯＢＩＬＥ向

サービス契約約款に けローミングサービ

規定するものをいい ス契約約款に規定す

ます。以下同じとし るものをいいます。

ます。）の契約者回線 以下同じとします。）

等への通話 又は回線卸ＦＯＭＡ

（卸ＦＯＭＡサービ

ス契約約款に規定す

るものをいいます。

以下同じとします。）

の契約者回線等への

通話

（イ）（ア）以外の通話 その通話に関 （イ）（ア）以外の通話 その通話に関

する料金の月 する料金の月

間 累 計 額 に 間 累 計 額 に

０．１０を乗じて ０．１０を乗じて

得た額 得た額

イ～サ （略） イ～サ （略）

（６） 削 除 （６） 削 除

２ 料金表 ２ 料金表

２－１ （略） ２－１ （略）

２－２ 相互接続通話に係るもの ２－２ 相互接続通話に係るもの

２－２－１～２－２－２ （略） ２－２－１～２－２－２ （略）

２－２－３ 携帯電話事業者が提供する携帯電話サービス等、ＦＯＭＡサービ ２－２－３ 携帯電話事業者が提供する携帯電話サービス等、ＦＯＭＡサービ

ス若しくは回線卸ＦＯＭＡの契約者回線等又は公衆電話の電話機等 ス、ローミング若しくは回線卸ＦＯＭＡの契約者回線等又は公衆電

への通話に係るもの 話の電話機等への通話に係るもの

（１） ～（２） （略） （１） ～（２） （略）

２－２－４～２－２－６ （略） ２－２－４～２－２－６ （略）

第４～第５ （略） 第４～第５ （略）

第２表～第３表 （略） 第２表～第３表 （略）

別表１～別表７ （略） 別表１～別表７ （略）

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。

－３－



（掲示）

パ ケ ッ ト 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略）

第５章 自営端末設備の接続等 第５章 自営端末設備の接続等

（自営端末設備の接続） （自営端末設備の接続）

第３０条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電 第３０条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、特定無線設備 気通信設備を介して、自営端末設備（当社のパケット通信サービスの契約者回

の技術基準適合証明等に関する規則（昭和５６年郵政省令第３７号）様式第７号又 線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、契約事務を行

は第１４号の表示により、当社が無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第 うパケット通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場

１８号）に適合していることが確認できるもの及び当社のパケット通信サービス 合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６年総務省令

の契約者回線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、契 第１５号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式７号又は様式１４号の

約事務を行うパケット通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきま 表示等により当社が別表３の技術基準及び技術的条件に適合していることが確

す。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６ 認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機

年総務省令第１５号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式７号又は 器をいいます。以下同じとします。）以外の自営端末設備を接続するときは、当

様式１４号の表示等により当社が別表３の技術基準及び技術的条件に適合してい 社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

ることが確認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端

末設備の機器をいいます。以下同じとします。）以外の自営端末設備を接続する

ときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事 （２） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事

業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。 業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。

３～６ （略） ３～６ （略）

第３０条の２～第３１条 （略） 第３０条の２～第３１条 （略）

（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） （自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第３２条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移動無線装置に 第３２条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移動無線装置に

限ります。以下この条及び次条において同じとします。）について、電波法（昭 限ります。以下この条及び次条において同じとします。）について、電波法（昭

和２５年法律第１３１ 号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨 和２５年法律第１３１ 号）第７２条第１項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨

時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止し 時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止し

て、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。 て、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう修理

等を行っていただきます。

２～３ （略） ２～３ （略）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

第６章 自営電気通信設備の接続等 第６章 自営電気通信設備の接続等

－１－



（自営電気通信設備の接続） （自営電気通信設備の接続）

第３４条 契約者は、その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自 第３４条 契約者は、その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自

営電気通信設備（移動無線装置にあっては、無線設備規則に適合しているもの 営電気通信設備（当社のパケット通信サービスの契約者回線に接続することが

及び当社のパケット通信サービスの契約者回線に接続することができるものに できるものに限ります。）を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を

限ります。）を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うパケット 行うパケット通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに （２） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに

ついて、総務大臣の認定を受けたとき。 ついて、総務大臣の認定を受けたとき。

３～６ （略） ３～６ （略）

第３４条の２～第３７条 （略） 第３４条の２～第３７条 （略）

第７章～第１３章 （略） 第７章～第１３章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～１２ （略） １～１２ （略）

第１表～第３表 （略） 第１表～第３表 （略）

別表１～別表６ （略） 別表１～別表６ （略）

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったパケット通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第 １４２号（平成１４年８月２０日）の附則第４項中、「（１） から（５） 」を「（１） から

（６）」へ改め、第５号を第６号とし、第４号の次に次の一号を加えます。

（５） 自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自

営電気通信設備の接続に関する提供条件については、改正後の規定における衛星パケット

の場合に準じるものとします。

－２－



４ 経企第７５７ 号（平成１６年８月２３日）の附則第２項中、「（１） から（４） 」を「（１） から

（５）」へ改め、第４号を第５号とし、第３号の次に次の一号を加えます。

（４） 自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自

営電気通信設備の接続に関する提供条件については、改正後の規定における衛星パケット

の場合に準じるものとします。

５ 経企第１８４３号（平成１７年３月２５日）の附則第２項中、「（１） から（６） 」を「（１） から

（７）」へ改め、第６号を第７号とし、第５号の次に次の一号を加えます。

（６） 自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自

営電気通信設備の接続に関する提供条件については、改正後の規定における衛星パケット

の場合に準じるものとします。

６ 経企第８４８ 号（平成１７年１０月２５日）の附則第３項第１０号中、「（１） から（９） 」を「（１） か

ら（１０）」へ改め、同号を第１１号とし、第９号の次に次の一号を加えます。

（１０）自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自

営電気通信設備の接続に関する提供条件については、改正後の規定における衛星パケット

の場合に準じるものとします。

７ 経企第６３６ 号（平成２０年８月２３日）の附則第３項第５号中、「（１） から（４） 」を「（１） か

ら （５）」へ改め、同号を第６号とし、第４号の次に次の一号を加えます。

（５） 自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自

営電気通信設備の接続に関する提供条件については、改正後の規定における衛星パケット

の場合に準じるものとします。

－３－



（掲示）

無 線 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略）

第４章 自営端末設備及び自営電気通信設備の接続等 第４章 自営端末設備及び自営電気通信設備の接続等

（自営端末設備の接続） （自営端末設備の接続）

第１８条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電 第１８条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、特定無線設備 気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、当社の無線Ｉ

の技術基準適合証明等に関する規則（昭和５６年郵政省令第３７号）様式第７号又 Ｐ通信網サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。）を接

は第１４号の表示により、当社が無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第 続するときは、契約事務を行う無線ＩＰ通信網サービス取扱所にその接続の請

１８号）に適合していることが確認できるもの及び当社の無線ＩＰ通信網サービ 求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に

スの契約者回線に接続することができるものに限ります。）を接続するときは、 関する規則（平成１６年総務省令第１５号。以下「技術基準適合認定規則」といい

契約事務を行う無線ＩＰ通信網サービス取扱所にその接続の請求をしていただ ます。）様式７号又は様式１４号の表示により当社が別表１の技術基準及び技術的

きます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平 条件に適合していることが確認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条

成１６年総務省令第１５号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式７号 で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下同じとします。）以外の自営端

又は様式１４号の表示により当社が別表１の技術基準及び技術的条件に適合して 末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただ

いることが確認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の きます。

端末設備の機器をいいます。以下同じとします。）以外の自営端末設備を接続す

るときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表１の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表１の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事 （２） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事

業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。 業法施行規則」といいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。

３～５ （略） ３～５ （略）

第１９条 （略） 第１９条 （略）

（自営電気通信設備の接続） （自営電気通信設備の接続）

第２０条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電 第２０条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、無線設備 気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社の無

規則に適合しているもの及び当社の無線ＩＰ通信網サービスの契約者回線に接 線ＩＰ通信網サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。）

続することができるものに限ります。）を接続するときは、当社所定の書面によ を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行う無線ＩＰ通信網サー

り契約事務を行う無線ＩＰ通信網サービス取扱所にその接続の請求をしていた ビス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

だきます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま ２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 す。

（１） その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。

（２） その接続が別表１の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 （１） その接続が別表１の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

（３） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに （２） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに

ついて、総務大臣の認定を受けたとき。 ついて、総務大臣の認定を受けたとき。

３～５ （略） ３～５ （略）

第２１条 （略） 第２１条 （略）
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第５章～第７章 （略） 第５章～第７章 （略）

第８章 保守 第８章 保守

第３７条 （略） 第３７条 （略）

（契約者の維持責任） （契約者の維持責任）

第３８条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表１に規定する技 第３８条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表１に規定する技

術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。 術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。

２ 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備（移動無線装置に限りま ２ 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備（移動無線装置に限りま

す。）又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）を、無線設備規則に適 す。）又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）を、無線設備規則（昭

合するよう維持していただきます。 和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう維持していただきます。

第３９条～第４０条 （略） 第３９条～第４０条 （略）

第９章～第１１章 （略） 第９章～第１１章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～１５ （略） １～１５ （略）

第１～第７ （略） 第１～第７ （略）

別表１～別表４ （略） 別表１～別表４ （略）

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。
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国 際 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～１８ （略） １～１８ （略）

（注）（略） （注）（略）

第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 第１表

第１ 通話料 第１ 通話料

１ 適用 １ 適用

（１） ～（６） （略） （略） （１） ～（６） （略） （略）

（７） 回線群を単位 ア 回線群を単位とする通話料の月極割引（以下この欄におい （７） 回線群を単位 ア 回線群を単位とする通話料の月極割引（以下この欄におい

とする通話料の て「本割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支 とする通話料の て「本割引」といいます。）とは、次表に規定する定額料を支

月極割引（ＷＯ 払った場合に、当社が別に定める方法により料金その他の債 月極割引（ＷＯ 払った場合に、当社が別に定める方法により料金その他の債

ＲＬＤ ＣＡＬ 務を契約者ごとに一括して請求（その契約者以外の者（契約 ＲＬＤ ＣＡＬ 務を契約者ごとに一括して請求（その契約者以外の者（契約

Ｌいっかつ割 者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別 Ｌいっかつ割 者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別

引）の適用 に定める基準に適合する者に限ります。）に係る料金等と合わ 引）の適用 に定める基準に適合する者に限ります。）に係る料金等と合わ

せて請求する場合を含みます。）している２以上のＦＯＭＡ せて請求する場合を含みます。）している２以上のＦＯＭＡ

サービス（当該契約約款に規定する総合利用プランに係るも サービス（当該契約約款に規定する総合利用プランに係るも

のに限ります。）、ｍｏｖａサービス及びワイドスター通信 のに限ります。）、ｍｏｖａサービス及びワイドスター通信サ

サービス（以下この欄において「一括請求グループ」といい ービス（帯域占有利用に係るものを除きます。以下この欄に

ます。）に係る契約者回線からの国際電話サービスに関する通 おいて「一括請求グループ」といいます。）に係る契約者回線

話（国際ローミング機能に係るものを除きます。以下この欄 からの国際電話サービスに関する通話（国際ローミング機能

において同じとします。）の料金（通話の料金に合算して請求 に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。）

するものを含み、（６） に規定する定期包括割引の適用を受け の料金（通話の料金に合算して請求するものを含み、（６） に

ている通話に関する料金を除きます。以下この欄において同 規定する定期包括割引の適用を受けている通話に関する料金

じとします。）の月間累計額について、同表に規定する額の割 を除きます。以下この欄において同じとします。）の月間累計

引を行うことをいいます。 額について、同表に規定する額の割引を行うことをいいま

表（略） す。

イ 本割引を選択する契約者は、あらかじめ当社に申し出てい イ 本割引を選択する契約者は、あらかじめ当社に申し出てい

ただきます。この場合において、その申出が新たに一括請求 ただきます。この場合において、その申出が新たに一括請求

グループを構成する申出であるときは、申出のあったその契 グループを構成する申出であるときは、申出のあったその契

約者に係るＦＯＭＡ等のうち、一括請求グループに係る料金 約者に係るＦＯＭＡ等のうち、一括請求グループに係る料金

その他の債務の一括請求先となる１のＦＯＭＡ等（以下この その他の債務の一括請求先となる１のＦＯＭＡ等（基本使用

欄において「一括代表回線」といいます。）を指定していただ 料の料金種別がタイプシンプルであるものを除きます。以下

きます。 この欄において「一括代表回線」といいます。）を指定してい

ただきます。

ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次のいずれか ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除いて、これを承諾します。 に該当する場合を除いて、これを承諾します。

（ア）その契約者が、一括請求グループに係る料金その他の債 （ア）その契約者が、一括請求グループに係る料金その他の債

務について、一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそ 務について、一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそ

れがあるとき。 れがあるとき。

（イ）一括代表回線となるＦＯＭＡの基本使用料の料金種別

が、ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するタイプシンプル
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であるとき。

（ウ）一括代表回線となるワイドスター通信サービスにおい

て、ワイドスター通信サービス契約約款に規定する帯域占

有利用に係る承諾を受けているとき。

（エ）～（カ） （略） （イ）～（エ） （略）

エ～セ （略） エ～セ （略）

（８） （略） （略） （８） （略） （略）

２ 適用 ２ 適用

第２表 （略） 第２表 （略）

別表 取扱地域 別表 取扱地域

１ （略） １ （略）

２ デジタル通信モードに係るもの ２ デジタル通信モードに係るもの

通 話 先 区 分 取 扱 地 域 通 話 先 区 分 取 扱 地 域

南・北アメリカ （略） （略） 南・北アメリカ （略） （略）

地方 地方

アジア地方 （略） （略） アジア地方 （略） （略）

オセアニア地方 （略） （略） オセアニア地方 （略） グアム

ヨーロッパ地方 ヨーロッパ △アイスランド、△アイルランド、△アンドラ、 ヨーロッパ地方 ヨーロッパ △アイスランド、△アイルランド、△アンドラ、

イギリス、エストニア、ポルトガル、イタリア、 イギリス、エストニア、ポルトガル、イタリア、

オーストリア、オランダ、△キプロス、ギリ オーストリア、オランダ、△キプロス、ギリ

シャ、クロアチア、△サンマリノ共和国、スイ シャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペ

ス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロ イン、スロバキア、スロベニア、△タジキスタ

ベニア、△タジキスタン、△チェコ、△デンマー ン、△チェコ、△デンマーク、ドイツ、ノル

ク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フラン ウェー、ハンガリー、フランス、フィンランド、

ス、フィンランド、ブルガリア、ベルギー、ポー ブルガリア、ベルギー、ポーランド、△マルタ、

ランド、△マルタ、△モンテネグロ、△ラトビ △モンテネグロ、△ラトビア、ルーマニア、ルク

ア、ルーマニア、ルクセンブルク、△ロシア、△ センブルク、△ロシア、△トルコ、△コソボ

トルコ、△コソボ

アフリカ地方 アフリカ エジプト、△チュニジア、△南アフリカ、モーリ アフリカ地方 アフリカ エジプト、△チュニジア、△南アフリカ、モーリ

シャス、△モロッコ シャス

（注）取扱地域に△印が付されているものについては、平成２２年９月３０日までの間に （注）取扱地域に△印が付されているものについては、平成２２年８月３１日までの間に

おいて取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開始されたときにはインターネッ おいて取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開始されたときにはインターネッ

ト等を利用してそのことを掲示します。 ト等を利用してそのことを掲示します。

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。
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（掲示）

Ｅ Ｍ Ｏ Ｂ Ｉ Ｌ Ｅ 向 け ロ ー ミ ン グ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

附 則（平成２２年７月２６日経企第５１０ 号）

（実施期日）

１ この附則は、平成２２年８月３日から実施します。

（その他）

２ 経企第３６７ 号（平成２２年６月２４日）の附則第４項第１号のアの（ア）の①のＢを次のよう

に改めます。

（１） ａ中、「第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス」を、「衛星電話サービス契約

約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種

ワイドスター」に改めます。
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